
規

則

１
農
地
法
(昭
和
27年

法
律
第

229号
)
の
施
行
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
こ
と
｡

訓

令

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
九
十
一
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
五
条
の
表
農
林
水
産
総
室
の
項
第
八
号
中｢

こ
と｣

の
下
に｢

(

遊
休
農
地
に
関
す
る
措
置
に

係
る
も
の
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号)

の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
規
則
第
九
十
二
号

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
五
条
第
一
項
第
十
四
号
の
二
�
中｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ｣

を｢

第
三
十
一

条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ｣

に
改
め
、
同
号
�
中

｢

第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ハ｣

を

｢

第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
訓
令
第
二
十
二
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
７
の
表
農
林
水
産
総
室
の
部
農
林
総
務
課
農
地
調
整
室
の
項
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成21年12月15日 火曜日 福 島 県 報 第2140号760

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

七
六
〇

○
福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

七
六
〇

訓

令

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

七
六
〇

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ

い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

七
六
三

○
新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
を

適
当
と
決
定
し
た
件

七
六
三

○
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と

を
適
当
と
決
定
し
た
件

七
六
三

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
計
画
を
定
め

た
件
二
件

七
六
三

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件
二
件

七
六
四

○
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
を
許
可
し

た
件

七
六
四

○
介
護
保
険
法
に
よ
り
指
定
調
査
機
関
を

指
定
し
た
件

七
六
五

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
件

七
六
五

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

七
六
五

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福
島

県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有

す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
告

示
す
る
件

七
六
五

福
島
県
収
用
委
員
会

○
裁
決
書
の
正
本
を
公
示
送
達
す
る
た
め

告
示
す
る
件

七
六
六



�
第
４
条
第
５
項
及
び
第
５

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
国

又
は
県
と
の
協
議
(農
地
転

用
面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
を

超
え
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の

も
の
に
限
る
｡
)

�
第
４
条
第
５
項
及
び
第
５

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
国

又
は
県
と
の
協
議
(農
地
転

用
面
積
が
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
を

超
え
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の

も
の
に
限
る
｡
)

�
第
４
条
第
１
項
及
び
第
５

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
(農
地
転
用
面
積
が
１
ヘ

ク
タ
ー
ル
以
下
の
も
の
に
限

る
｡
)

�
第
４
条
第
１
項
及
び
第
５

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
(農
地
転
用
面
積
が
１
ヘ

ク
タ
ー
ル
を
超
え
２
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
下
の
も
の
(砂
利
採
取

に
伴
う
農
地
の
一
時
転
用
に

係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
､
そ

の
転
用
面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー

ル
を
超
え
る
も
の
)
に
限
る
｡)

�
第
４
条
第
１
項
及
び
第
５

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
(農
地
転
用
面
積
が
２
ヘ

ク
タ
ー
ル
を
超
え
４
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
下
の
も
の
(砂
利
採
取

に
伴
う
農
地
の
一
時
転
用
に

係
る
も
の
を
除
く
｡
)
に
限

る
｡)

�
第
３
条
の
２
第
２
項
の
規

定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し

�
第
３
条
の
２
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
勧
告

�
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
(同
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
る
も
の
を
含
む
｡
)

１
農
地
法
(昭
和
27年

法
律
第

229号
)
の
施
行
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
こ
と
｡

○ ○

○ ○

○ ○ ○ 企
画

部
長○

	
第
51条

第
１
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
取
消
し
､
許
可

の
条
件
の
変
更
及
び
付
与
並

び
に
命
令
(農
地
転
用
許
可

面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超

え
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
も

の
(砂
利
採
取
に
伴
う
農
地

の
一
時
転
用
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
､
そ
の
転
用
許
可

面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超

え
る
も
の
)
に
限
る
｡
)



第
51条

第
１
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
取
消
し
､
許
可

の
条
件
の
変
更
及
び
付
与
並

び
に
命
令
(農
地
転
用
許
可

面
積
が
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超

え
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
も

の
(砂
利
採
取
に
伴
う
農
地

の
一
時
転
用
に
係
る
も
の
を

除
く
｡
)
に
限
る
｡
)

�
第
49条

第
３
項
の
規
定
に

よ
る
通
知
及
び
公
示

�
第
49条

第
１
項
の
規
定
に

よ
る
立
ち
入
つ
て
の
調
査
､

測
量
並
び
に
調
査
及
び
測
量

の
障
害
と
な
る
竹
木
そ
の
他

の
物
の
除
去
及
び
移
転


第
28条

第
１
項
の
規
定
に

よ
る
和
解
の
仲
介

�
第
25条

第
１
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
理

�
第
18条

第
１
項
の
規
定
に

よ
る
許
可

�
第
４
条
第
５
項
及
び
第
５

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
国

又
は
県
と
の
協
議
(農
地
転

用
面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

下
の
も
の
に
限
る
｡
)

�
第
４
条
第
５
項
及
び
第
５

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
国

又
は
県
と
の
協
議
(農
地
転

用
面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
を

超
え
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の

も
の
に
限
る
｡
)

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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�
第
51条

第
５
項
の
規
定
に

よ
る
費
用
の
徴
収
(第
51条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
原
状

回
復
等
の
措
置
に
係
る
農
地

転
用
面
積
又
は
農
地
転
用
許

可
面
積
が
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
を

超
え
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の

も
の
(砂
利
採
取
に
伴
う
農

�
第
51条

第
３
項
の
規
定
に

よ
る
原
状
回
復
等
の
措
置

(農
地
転
用
面
積
又
は
農
地

転
用
許
可
面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
下
の
も
の
に
限
る
｡
)

�
第
51条

第
３
項
の
規
定
に

よ
る
原
状
回
復
等
の
措
置

(農
地
転
用
面
積
又
は
農
地

転
用
許
可
面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー

ル
を
超
え
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

下
の
も
の
(砂
利
採
取
に
伴

う
農
地
の
一
時
転
用
に
係
る

も
の
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
転

用
面
積
又
は
転
用
許
可
面
積

が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る

も
の
)
に
限
る
｡
)

�
第
51条

第
３
項
の
規
定
に

よ
る
原
状
回
復
等
の
措
置

(農
地
転
用
面
積
又
は
農
地

転
用
許
可
面
積
が
２
ヘ
ク
タ
ー

ル
を
超
え
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

下
の
も
の
(砂
利
採
取
に
伴

う
農
地
の
一
時
転
用
に
係
る

も
の
を
除
く
｡
)
に
限
る
｡
)

�
第
51条

第
１
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
取
消
し
､
許
可

の
条
件
の
変
更
及
び
付
与
並

び
に
命
令
(農
地
転
用
許
可

面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下

の
も
の
に
限
る
｡
)

よ
る
許
可
の
取
消
し
､
許
可

の
条
件
の
変
更
及
び
付
与
並

び
に
命
令
(農
地
転
用
許
可

面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超

え
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
も

の
(砂
利
採
取
に
伴
う
農
地

の
一
時
転
用
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
､
そ
の
転
用
許
可

面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超

え
る
も
の
)
に
限
る
｡
)

○

○ ○

○ ○

�
改
正
法
附
則
第
８
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

旧
農
地
法
第
78条

第
１
項
の

規
定
に
よ
る
管
理

�
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
(平
成
21年

法
律

第
57号

｡
以
下
｢改
正
法
｣

と
い
う
｡
)
附
則
第
５
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
改
正

法
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
農
地
法
(以
下
｢旧

農
地
法
｣
と
い
う
｡
)
第
39

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
売

渡
通
知
書
の
作
成
及
び
交
付

	
第
51条

第
５
項
の
規
定
に

よ
る
費
用
の
徴
収
(第
51条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
原
状

回
復
等
の
措
置
に
係
る
農
地

転
用
面
積
又
は
農
地
転
用
許

可
面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

下
の
も
の
に
限
る
｡
)



第
51条

第
５
項
の
規
定
に

よ
る
費
用
の
徴
収
(第
51条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
原
状

回
復
等
の
措
置
に
係
る
農
地

転
用
面
積
又
は
農
地
転
用
許

可
面
積
が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
を

超
え
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の

も
の
(砂
利
採
取
に
伴
う
農

地
の
一
時
転
用
に
係
る
も
の

に
あ
つ
て
は
､
そ
の
転
用
面

積
又
は
転
用
許
可
面
積
が
１

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
も
の
)

に
限
る
｡
)

�
第
51条

第
５
項
の
規
定
に

よ
る
費
用
の
徴
収
(第
51条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
原
状

回
復
等
の
措
置
に
係
る
農
地

転
用
面
積
又
は
農
地
転
用
許

可
面
積
が
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
を

超
え
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の

も
の
(砂
利
採
取
に
伴
う
農

地
の
一
時
転
用
に
係
る
も
の

を
除
く
｡
)
に
限
る
｡
)

○

○

○ ○ ○
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�
第
15条

の
２
第
７
項
の
規
定

に
よ
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体

と
の
協
議

�
改
正
法
附
則
第
８
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

旧
農
地
法
第
78条

第
１
項
の

規
定
に
よ
る
管
理

法
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
農
地
法
(以
下
｢旧

農
地
法
｣
と
い
う
｡
)
第
39

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
売

渡
通
知
書
の
作
成
及
び
交
付

告

示

○ ○ ○

別
表
第
二
の
７
の
表
農
林
水
産
総
室
の
部
農
林
総
務
課
農
地
調
整
室
の
項
中
４
の
�
を
４
の
�
と
し
、

４
の
�
を
４
の
�
と
し
、
４
の
�
を
４
の
�
と
し
、
４
の
�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
の
８
の
表
都
市
総
室
の
部
都
市
計
画
課
の
項
１
中｢第

31条
の
２
第
２
項
第
15号
ハ
､
第

62条
の
３
第
４
項
第
15号
ハ
｣

を｢第
31条
の
２
第
２
項
第
14号
ハ
､
第
62条
の
３
第
４
項
第
14号
ハ
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号)

の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
８
の
表
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

一
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業

ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総

務
部
情
報
管
理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
島
南
店

福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
児
子
塚
四
十
三
番
地
六
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

騒
音
等
に
関
す
る
事
項

当
該
地
は
住
居
が
近
接
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
騒
音
に
は
充
分
な
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
苦
情

等
が
発
生
し
た
お
り
に
は
、
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

２

交
通
に
関
す
る
事
項

各
出
入
口
に
つ
い
て
、
特
に
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
歩
行
者
、
自
転
車
等
の
事
故
防

止
の
た
め
、
交
通
誘
導
員
等
を
配
置
し
、
安
全
管
理
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
駐
車
場
か
ら
市
道

へ
の
出
入
り
等
の
安
全
対
策
と
し
て
、
路
面
表
示
等
に
よ
り
注
意
を
促
す
な
ど
充
分
な
対
応
を
行

う
こ
と
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
二
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
坂
下
町
只
見
川
土
地
改
良
区
が
坂
下
只
見
川
地
区
農
山
漁
村
活
性
化

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
交
付
金
事
業(

基
盤
整
備)

に
係
る
新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い

て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
六
日
か
ら(

二
十
八
日
間)

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

会
津
坂
下
町
役
場

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
三
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
で
準
用
す
る
同
法

第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
相
馬
市
が
小
木
�
地
区
基

盤
整
備
促
進
事
業(

農
業
用
用
排
水
施
設)

に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て

適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
六
日
か
ら(

二
十
日
間)
平
成
二
十
二
年
一
月
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
役
所

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
四
号
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公

告

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
井
塚
原
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係
る
関
係
書
類
を

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
六
日
か
ら(

二
十
八
日
間)

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
役
所

(

農
地
管
理
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
五
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

合
戸
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
六
日
か
ら(

二
十
八
日
間)

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

い
わ
き
市
役
所

(

農
地
管
理
課)

公
告
第
六
百
三
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
松
川
浦
ふ
れ
あ
い
サ
ポ
ー
ト

三

代
表
者
の
氏
名

飯
土
井

光
毅

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
相
馬
市
尾
浜
字
札
ノ
沢
百
九
十
二
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
松
川
浦
の
環
境
保
全
を
主
た
る
目
的
と
し
、
次
世
代
を
担
う
市
民
に
対
し
て
、
松

川
浦
の
自
然
を
通
し
、
自
然
環
境
保
全
の
大
切
さ
を
学
ぶ
環
境
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
六
百
三
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｔ
Ａ

三

代
表
者
の
氏
名

鈴
木

芳
明

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
喜
多
方
市
字
花
園
百
六
十
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
文
化
活
動
に
対
し
て
技
術
的
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
六
百
三
十
五
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
老
人

保
健
施
設
の
開
設
を
次
の
と
お
り
許
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

申
請
者
の
名
称

申
請
者
の
主
た
る

許
可
年
月
日

事
務
所
の
所
在
地
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

小
規
模
介
護
老
人

福
島
市
西
中
央
一

医
療
法
人
回
生

福
島
県
福
島
市
西

平
成
二
一
年

保
健
施
設
回
生

│
一
二
│
二

堂

中
央
一
│
一
二
│

一
二
月
一
日

二

(

高
齢
福
祉
課)

公
告
第
六
百
三
十
六
号

介
護
保
険
法(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
調
査
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

指
定
調
査
機
関
の

指
定
調
査
機
関
の

調
査
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

名
称

住
所

特
定
非
営
利
活
動

福
島
県
い
わ
き
市

福
島
県
い
わ
き
市
錦
町
竹
の
花
二
〇

平
成
二
一
年

法
人
福
祉
ネ
ッ
ト

錦
町
竹
の
花
二
〇

一
二
月
一
日

ワ
ー
ク

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
六
百
三
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所

事
業
所
の

事
業
者

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

の
名
称

所

在

地

の
名
称

た
る
事
務
所

指
定
年
月
日

の
種
類

主
た
る
対
象

の
所
在
地

者

児
童
デ

郡
山
市
朝
日

社
会
福

福
島
県
郡
山

平
成
二
一
年

児
童
デ
イ

障
害
児

イ
サ
ー

二
│
二
〇
│

祉
法
人

市
横
塚
三
│

一
一
月
一
日

サ
ー
ビ
ス

ビ
ス
事

一
九

ほ
っ
と

四
│
二
一

業
所
ら

福
祉
記

く
り
あ

念
会

杜
の
く

喜
多
方
市
塩

特
定
非

福
島
県
会
津

平
成
二
一
年

児
童
デ
イ

障
害
児

ま
さ
ん

川
町
西
岡
七

営
利
活

若
松
市
北
会

一
二
月
一
日

サ
ー
ビ
ス

ｉ
ｎ
し

八
二

動
法
人

津
町
中
荒
井

お
か
わ

杜
の
く

字
稲
荷
五
│

ま
さ
ん

一

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
六
百
三
十
八
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所

変
更
前
の
事

変
更
後
の
事

事
業
者

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

の
名
称

業
所
の
所
在

業
所
の
所
在

の
名
称

た
る
事
務
所

の
種
類

主
た
る
対
象

地

地

の
所
在
地

者

あ
る
く

西
白
河
郡
西

白
河
市
中
町

特
定
非

福
島
県
西
白

児
童
デ
イ

障
害
児

郷
村
大
字
熊

五
七
│
一

営
利
活

河
郡
西
郷
村

サ
ー
ビ
ス

倉
字
折
口
原

動
法
人

大
字
熊
倉
字

四
一
七
│
二

ほ
っ
と

折
口
原
四
一

ア
ク
ト

七
│
二

(

障
が
い
福
祉
課)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

並
び
に
地
方
自
治
法
第

八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の

一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
平
成
二
十
一
年
十
二

月
二
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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福
島
県
収
用
委
員
会

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
三
、
二
九
八

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を

合
算
し
て
得
た
数)

三
四
四
、
一
四
五

三

福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

選
挙
区

選
挙
区

伊
達
郡

二
九
、
七
二
五

福
島
市

七
八
、
九
四
九

安
達
郡

一
八
、
二
九
〇

会
津
若
松
市

三
一
、
六
九
一

岩
瀬
郡

八
、
五
三
四

郡
山
市

八
九
、
一
八
〇

南
会
津
郡

八
、
七
四
〇

い
わ
き
市

九
四
、
六
七
〇

耶
麻
郡

一
四
、
〇
一
五

白
河
市

一
二
、
六
五
二

河
沼
郡

九
、
三
三
六

原
町
市

一
二
、
七
五
七

大
沼
郡

八
、
五
五
四

須
賀
川
市

一
八
、
〇
四
四

西
白
河
郡

一
八
、
〇
四
五

喜
多
方
市

九
、
一
九
六

東
白
川
郡

九
、
八
一
四

相
馬
市

一
〇
、
三
七
八

石
川
郡

一
二
、
四
〇
七

二
本
松
市

九
、
一
三
九

田
村
郡

一
九
、
九
八
二

双
葉
郡

一
九
、
九
六
三

相
馬
郡

一
〇
、
九
〇
四

福
島
県
収
用
委
員
会
告
示
第
十
八
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の

者
に
送
付
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
書
記
室(

福
島
県
土
木
部
土
木
総
室
土
木
総
務
課
用

地
室)

に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

福
島
県
収
用
委
員
会

会
長

渡

�

健

壽

一

書
類
の
名
称

平
成
二
十
一
年
十
二
月
九
日
付
け
権
利
取
得
裁
決
及
び
明
渡
裁
決
に
係
る
裁
決
書
の
正
本

二

書
類
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

�
山
カ
ツ

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

ブ
ラ
ジ
ル
国)

末
永
大
吉

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

ブ
ラ
ジ
ル
国
サ
ン
パ
ウ
ロ
州)

末
永
昭
三

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

ブ
ラ
ジ
ル
国
サ
ン
パ
ウ
ロ
州

カ
フ
ェ
ラ
ン
ジ
ア
市
タ
ン
ガ
ラ
区)

末
永
庫

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
住
所

ブ
ラ
ジ
ル)

渡
邉
和
子

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
最
終
住
所

福
島
県
双
葉
郡
浪
江
町

大
字
権
現
堂
字
深
町
二
二

(

昭
和
四
四
年
七
月
二
五
日
職
権
消
除)

)

井
戸
川
英
�

不
明(

た
だ
し
、
戸
籍
の
附
票
上
の
最
終
住
所

福
島
県
双
葉
郡
大
熊
町

大
字
大
川
原
字
南
平
八
九
〇
番
地

(

昭
和
五
五
年
九
月
三
日
職
権
消
除))

松
本
康

不
明(

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

群
馬
県
太
田
市
新
田
木
崎
町
五
五

五
番
地
二

プ
レ
ス
テ
ー
ジ
木
崎
一
〇
六
号)

三

そ
の
他

前
記
書
類
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
五
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と

み
な
さ
れ
ま
す
。
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